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調査
研究
内容

１．平成１９年度に容器包装プラとして分別収集された量６４万トン対して容リ協への引き渡し量は
５８万トンで、１０％は独自処理されている。環境省ＨＰより平成１７年度に「プラを不燃ごみ
として収集していた２５０の自治体」を選定し、その自治体のＨＰなどから平成２０年には「プ
ラを不燃ごみとして収集していない自治体」＝３６自治体を選定。その中から以下の５自治体お
よびその処理施設を訪問し、収集区分・処理方法を変更した背景について調査。

○訪問自治体：弘前市、北秋田市、富山市、鹿児島市、鹿屋市の５市町村

２．合わせて以下の特徴ある自治体・施設を訪問調査した。
○平成２０年度より全国で初めて県単位のレジ袋有料化に取り組んだ富山県
○異なった７つのリサイクル業を集積した富山市エコタウン産業団地
○鉱山跡地、鉱山技術を駆使して種々の廃棄物処理事業を展開している秋田のＤＯＷＡグループ

調査
研究
結果

１．処理方法の変更状況
（１）弘前市、鹿屋市は平成２０年４月より容リプラの処理方法を容リルートから焼却発電へ、

また、容リプラ以外のプラも埋立から焼却発電に変更。全面的に容リ法から離脱。
（２）富山市、鹿児島市は平成１９年から容リプラ以外のプラの処理方法を埋立から焼却発電に

変更。
（３）北秋田市は廃プラを不燃ごみとして収集、分別後焼却していたが、平成１８年から容リプ

ラは容リルートへ、容リプラ以外のプラは焼却へ変更。
２．処理方法変更の背景
（１）環境対策・設備対応能力が整った新鋭の焼却施設の完成を待って変更。
（２）埋立処分場の逼迫
（３）財政面での負担回避
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